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「性別就労平等法」の改正について（前編） 

 「性別就労平等法」の一部改正が、2023 年 8 月 16 日に総統より公布された。今回

は、改正内容が広範囲であるため、施行日は本年 8 月 18 日及び来年（2024 年）3 月

8 日に分けられることとなった。今回の改正は、「効果的」、「友好的」及び「信頼性」

の三大原則に則り、職場におけるセクシュアルハラスメント（以下、「セクハラ」と

略す）防止の仕組みを強化し、職場でのセクハラの発生を抑制するとともに、被害者

への保護・支援の充実を図るため、職場におけるセクハラの適用範囲、外部の公権力

が捜査に介入する仕組みの整備、罰則の追加、苦情申立て手続の簡素化及び関連する

相談リソースの提供等を明確に定めた。また、本法が「勤労権（働く権利）」におけ

る「性別平等」を保障し、性別差別の撤廃及び実質的な性別平等の推進という憲法の

精神を貫徹することを目的とするものであることに鑑み、本法の名称を「性別就労平

等法」から「性別平等就労法」に改正した。 以下、今回の改正要点を簡単に紹介し、

改正対照表を二回分けて付する。 

一、外部の公権力が捜査に介入する仕組みの整備 

 セクハラの行為者が最高責任者である場合、内部告発制度が効果的に機能し難いこ

とを考慮し、地方主務機関に直接苦情を申し立て、地方主務機関が直接介入して調

査することができる仕組みが新設された。また、地方主務機関の職場におけるセクハ

ラの苦情に関する申立て受理の範囲、処理手続き、調査方式、必要な処置及びその他

関連事項などの補完措置が定められた。 

二、職場でのセクハラ行為者が最高責任者である場合には、行政罰に加え、民事上の

「懲罰的損害賠償」が追加された。 

 抑止効果を高めるため、最高責任者又は使用者がセクハラ行為を行ったと認定され

た場合、NT$1 万以上 100 万以下の過料に処される。また、優越的な関係を利用して

セクハラを行った行為者に対しては、「懲罰的賠償責任」が新設され、被害者は、損

害額の 5 倍までの懲罰的賠償金を請求することができ、実質的な補償を得ることがで

きる。なお、優越的な関係を利用してセクハラを行った行為者について、事案の状況

が深刻な場合には、調査期間中にその職務の調整や一時的な出勤停止を行うことがで

きると明確に定められている。 
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三、使用者の予防に対する意識と責任の強化 

 使用者のセクハラの防止責任について明確にするために、使用者が正式に苦情申立

てを受けたか否かにかかわらず、セクハラを防止する義務を負うと定められている。

たとえセクハラの苦情申立てを受けておらず、うわさ等の方式からセクハラの事情

を知り得た場合であっても、事実関係を明らかにし、適切な職場調整を行わなけれ

ばならないとされている。そのうえ、再発防止策の構築、相談・医療又はカウンセリ

ングといった役務の提供や紹介など、さまざまな状況に応じた「早急に効果的な是

正・救済措置」も定められている。また、使用者はセクハラの苦情申立てを受けた場

合、地方主務機関に通知するほか、セクハラ事件を調査し、行為者に適切な懲戒を行

わなければならないとする規定が新設された。さらに、一定数の従業員を雇用する使

用者は、苦情申立て処理部門の設置、セクハラに関する苦情申立ての窓口の設置及び

公開掲示が義務付けられている。 

四、被害者保護と支援の整備 

 使用者は、申立人又は被害者に対し、関連する相談・医療若しくはカウンセリング

といったサービスを提供又は紹介することが求められている。そのほか、苦情申立て

の時効を延長し、退職後、優越的な関係を背景としたセクハラ、及び未成年者の苦

情申立てについては特別な時効規定が新設された。 

 

〇改正条文対照表   （改正内容については赤字、2024 年 3 月 8 日施行の規定については下線で表示） 

条文 改正内容 改正前内容 

第 

1 

条 

就労権利の性別平等を保障し、憲法にお

ける性差別の撤廃、性別による地位の実

質的な平等を推進する精神を貫徹するた

め、この法律を制定する。（第 1 項） 

職場のセクシュアルハラスメント事件

は、校内のセクシュアルハラスメント事

件を性別平等教育法の規定に基づき処理

する場合を除き、この法律の規定に基づ

き処理する。（第 2 項） 

性別就労権利の平等を保障し、憲法にお

ける性差別の撤廃、性別による地位の実

質的な平等を推進する精神を貫徹するた

め、この法律を制定する。 

第 

2 

条 

使用者と被用者間の約定がこの法律より

優れている場合、その約定に従う。（第 1

項） 

使用者と被用者間の約定がこの法律より

優れている場合、その約定に従う。（第 1

項） 
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この法律は、公務員、教職員及び職業軍

人においても適用する。ただし、第 32-1

条、第 32-2 条、第 33 条、第 34 条、第 38

条及び第 38-1 条の規定については、これ

を適用しない。（第 2 項） 

公務員、教職員及び職業軍人の申立て、

救済及び処理手続は、各当該人事法令の

規定による。（第 3 項） 

この法律は、使用者が労働基準法の規定

に基づき募集した技術生及び技術生に関

する規定を準用する者において、高等学

校コーオプ教育実施及び研修生権益保障

法の規定を適用する研修生を除き、これ

を適用する。ただし、第 16 条及び第 17

条の規定は、この限りでない。（第 4 項） 

インターンシップ生がインターンシップ

期間において、セクシュアルハラスメン

トを受けたとき、この法律の規定を適用

する。（第 5 項） 

この法律は、公務員、教職員及び職業軍

人においても適用する。ただし、第 33 条、

第 34 条、第 38 条及び第 38-1 条の規定に

ついては、この限りでない。（第 2 項） 

公務員、教職員及び職業軍人の申立て、

救済及び処理手続は、各当該人事法令の

規定による。（第 3 項） 

この法律は、使用者が労働基準法の規定

に基づき募集した技術生及び技術生に関

する規定を準用する者において、高等学

校コーオプ教育実施及び研修生権益保障

法の規定を適用する研修生を除き、これ

を適用する。ただし、第 16 条及び第 17

条の規定は、この限りでない。（第 4 項） 

インターンシップ生がインターンシップ

期間において、セクシュアルハラスメン

トを受けたとき、この法律の規定を適用

する。（第 5 項） 

第 

5 

条 

各級主務機関は、性別平等就労会を設置

し、性別平等就労に関する事項の審理、

相談及び推進を処理しなければならな

い。（第 1 項） 

前項の性別平等就労会は、5 人から 11 人

の委員を置き、任期を 2 年とし、労働者

事務、性別問題の関連学識経験者又は法

律専門家が担当しなければならず、その

うち労働者団体、性別団体が推薦する委

員を各 2 名とし、女性委員の人数は、委

員全体数の 2 分の 1 以上でなければなら

ない。政府機関の代表は、委員全体の人

数の 3 分の 1 を超えてはならない。（第 2

項） 

性別就労の平等に関する事項の審議、相

談及び推進のために、各級主務機関は、

性別就労平等会を設置しなければならな

い。（第 1 項） 

前項の性別就労平等会は、5 人から 11 人

の委員を置き、任期を 2 年とし、労働者

事務、性別問題の関連学識経験者又は法

律専門家が担当しなければならず、その

うち労働者団体、女性団体が推薦する委

員を各 2 名とし、女性委員の人数は、委

員全体数の 2 分の 1 以上でなければなら

ない。（第 2 項） 

前項の性別就労平等会の組織、会議及び

その他関連事項は、各級主務機関が別段
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前二項の性別平等就労会の組織、会議及

びその他関連事項は、各級主務機関が別

段に定める。（第 3 項） 

地方主務機関が就業差別評議委員会を設

けている場合、第一項の性別平等就労会

は、当該委員会と合併して設置すること

ができる。その構成は、依然として第 2

項の規定に適合しなければならない。（第

4 項） 

に定める。（第 3 項） 

仮に地方主務機関が就業差別評議委員会

を設けている場合、当該委員会が関連事

項を処理することもできる。当該会の構

成は、第 2 項の規定に適合しなければな

らない。（第 4 項） 

第 

12 

条 

この法律にいうセクシュアルハラスメン

トとは、次に掲げるいずれかの事情に該

当する場合を指す。 

1. 被用者が職務を執行するとき、いかな

る者であれ、性的な要求、性的意味合

いを持つ又は性差別的な発言若しくは

行為を行い、敵意的、脅迫的又は不快

感のある職場環境を作り出し、人格の

尊厳、身体の自由の侵害や干渉を受け

又はその業務の遂行に影響を与える場

合。 

2. 使用者が、被用者又は求職者に対し、

労務契約の成立、存続、変更又は任命、

配属、報酬、人事考課、昇進、降格、

賞罰等の交換条件として、明示的又は

暗示的に性的な要求、性的意味合いを

持つ又は性差別的な発言若しくは行為

を行う場合（第 1 項） 

この法律にいう優越的な関係を背景とし

たセクシュアルハラスメントとは、雇用、

求職又は職務を執行する関係において、

自らの指揮監督を受ける者に、優越的な

関係又は機会を利用してセクシュアルハ

ラスメントを行うことを指す。（第 2 項） 

 

この法律にいうセクシュアルハラスメン

トとは、次に掲げる二号のいずれかの事

情に該当する場合をいう。 

1. 被用者が職務を執行するとき、いかな

る者であれ、性的な要求、性的意味合

いを持つ又は性差別的な発言若しくは

行為を行い、敵意的、脅迫的又は不快

感のある職場環境を作り出し、人格の

尊厳、身体の自由の侵害や干渉を受け

又はその業務の遂行に影響を与える場

合。 

2. 使用者が、被用者又は求職者に対し、

労務契約の成立、存続、変更又は任命、

配属、報酬、人事考課、昇進、降格、

賞罰等の交換条件として、明示的又は

暗示的に性的な要求、性的意味合いを

持つ又は性差別的な発言若しくは行為

を行う場合。（第 1 項） 

前項のセクシュアルハラスメントの認定

は、個別案件につき、事件発生の背景、

職場環境、当事者の関係、行為者の言動

及び相手方の認識等の具体的な事実を斟

酌しなければならない。（第 2 項） 
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次に掲げる各号のいずれかの状況に該当

する場合、この法律の規定を適用する。 

1. 被用者が勤務時間外に、所属する事業

単位の同一人物から継続的なセクシュ

アルハラスメントを受ける場合 

2. 被用者が勤務時間外に、共同作業又は

業務上取引の関係にある異なる事業単

位の同一人物から継続的なセクシュア

ルハラスメントを受ける場合 

3. 被用者が勤務時間外に、最高責任者又

は雇用する者からセクシュアルハラス

メントを受ける場合（第 3 項） 

前三項のセクシュアルハラスメントの認

定は、個別案件につき、事件発生の背景、

職場環境、当事者の関係、行為者の言動

及び相手方の認識等の具体的な事実を斟

酌しなければならない。（第 4 項） 

中央主務機関は、性別平等人材データベ

ースを構築し、セクシュアルハラスメン

ト防止事件の各種資料の編集をするのみ

ならず、統計を取り、管理を行うものと

する。（第 5 項） 

第 13 条、第 13-1 条、第 27 条から第 30

条及び第 36 条から第 38-1 条の規定は、

性的暴行に係る犯罪においても、これを

適用する。（第 6 項） 

第 1 項第 1 号に定める状況が、不特定の

者により、公共の場所又は公衆が出入り

できる場所において行われた場合、セク

シュアルハラスメント事件の調査、調停

及び処罰等の事項はセクシュアルハラス

メント防止法の規定を適用する。（第 7

項） 
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この法律にいう最高責任者とは、次に掲

げる者を指す。 

1. 機関（構）の長、学校の校長、各級軍

事機関（構）及び部隊の大佐以上の階

級の主管、行政法人の董（理）事長、

公共事業機構の董事長、理事会の主席

又はこれらと同等の職務に就く者 

2. 法人、事業組合（パートナーシップ）、

代表者又は管理者を設けた非法人団体

及びその他組織の対外代表者又はこれ

と同等の職務に就く者（第 8 項） 

第 

13 

条 

使用者は、セクシュアルハラスメントの

発生を防止するために適当な措置を講じ

るほか、次に掲げる規定に基づき処理し

なければならない。 

1. 雇用する被用者が 10 人以上 30 人未満

の場合、申立ての窓口を定めるほか、

職場に公開し、掲示しなければならな

い。 

2. 雇用する被用者が 30 人以上の場合、セ

クシュアルハラスメント防止措置、申

立て及び懲戒の規範を定めるほか、職

場に公開し、掲示しなければならない。

（第 1 項） 

使用者は、セクシュアルハラスメントの

事情を知り得たとき、早急に次に掲げる

効果的な是正及び救済措置を講じなけれ

ばならない。被害者と行為者が異なる事

業単位に所属し、かつ、共同作業又は業

務上取引の関係にある場合、当該行為者

の使用者も、同様とする。 

1. 使用者が被害者の申立てを受けたこと

により、セクシュアルハラスメントの

状況を知り得たとき。 

使用者は、セクシュアルハラスメント行

為の発生を防止しなければならない。そ

の雇用する被用者が 30 人以上に達した

場合、セクシュアルハラスメント防止措

置、申立て及び懲戒の方法を定めるほか、

職場に公開し、掲示しなければならない。

（第 1 項） 

使用者は、前条のセクシュアルハラスメ

ントの状況を知り得たとき、早急に効果

的な是正及び救済措置を講じなければな

らない。（第 2 項） 

第 1 項のセクシュアルハラスメント防止

措置、申立て及び懲戒の方法の関連準則

は、中央主務機関が定める。（第 3 項） 
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(1) 申立人が再びセクシュアルハラスメ

ントを受ける状況の発生を防ぐため

の措置を講じること。 

(2) 申立人に対して、相談、医療、若しく

は心理カウンセリング、社会福祉リソ

ース及びその他必要な役務を提供又

は紹介すること。 

(3) セクシュアルハラスメント事件につ

いて調査を行うこと。 

(4) 行為者に対しての適当な懲戒と対処

を行うこと。 

2. 使用者が、前号の状況によらずに、セ

クシュアルハラスメントの状況を知り

得たとき。 

(1) 必要な関連事実を明確にすること。 

(2) 被害者の意思に基づき、申立ての提起

を支援すること。 

(3) 業務内容又は勤務場所について適切

に調整すること。 

(4) 被害者の意思に基づき、相談、医療、

若しくは心理カウンセリング、社会福

祉リソース及びその他必要な役務を

提供又は紹介すること。（第 2 項） 

使用者は、セクシュアルハラスメント事

件の調査において、客観性、公正性、専

門性の原則を堅持するほか、当事者に意

見陳述及び答弁の機会を充分に与え、当

事者に聴取を行う必要があるときには、

繰り返し聴取を行うことを避けなければ

ならない。その内部に、規定に基づき申

立て処理部門を設置すべき場合、その人

員は性別意識を備えた専門家でなければ

ならない。（第 3 項） 
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使用者が被害者の申立てを受けたときに

は、地方主務機関に通知しなければなら

ないほか、調査を経て、セクシュアルハ

ラスメントの案件に属すると認定された

場合、処理の結果を地方主務機関に通知

しなければならない。（第 4 項） 

地方主務機関は、関連リソースの統合を

計画し、被害者の利用に提供又は紹介し

なければならないほか、使用者が第 2 項

各号の措置を処理することを支援しなけ

ればならない。中央主務機関は、地方主

務機関の実際の財務状況に応じて、補助

を行うことができる。（第 5 項） 

使用者が第 1 項に基づき行う防止措置に

ついて、その内容には、セクシュアルハ

ラスメントの様態、防止原則、教育訓練、

申立ての窓口、申立て調査手順、申立て

処理部門を設置すべき基準とその構成、

懲戒処分及びその他の関連措置が含まれ

なければならない。その準則は、中央主

務機関が定める。（第 6 項） 

 


